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令和３年第３回足寄町議会定例会議事録（第１号） 

令和３年９月７日（火曜日）     

 

◎出席議員（１３名） 

   １番 多治見 亮 一 君   ２番 高 道 洋 子 君 

   ３番 進 藤 晴 子 君   ４番 榊 原 深 雪 君 

   ５番 田 利 正 文 君   ６番 熊 澤 芳 潔 君 

   ７番 髙 橋 健 一 君   ８番 川 上 修 一 君 

   ９番 髙 橋 秀 樹 君  １０番 二 川   靖 君 

  １１番 木 村 明 雄 君  １２番 井 脇 昌 美 君 

  １３番 吉 田 敏 男 君 

 

◎欠席議員（０名） 

 

◎法第１２１条の規定による説明のための出席者 

足 寄 町 長              渡 辺 俊 一 君 

足寄町教育委員会教育長   藤 代 和 昭 君 

足寄町農業委員会会長              齋 藤 陽 敬 君 

足 寄 町 代 表 監 査 委 員              川 村 浩 昭 君 

 

◎足寄町長の委任を受けて説明のため出席した者 

副    町    長   丸 山 晃 徳 君 

総 務 課 長              松 野   孝 君 

福 祉 課 長              保 多 紀 江 君 

住 民 課 長              佐々木 雅 宏 君 

経 済 課 長              加 藤 勝 廣 君 

建 設 課 長              増 田   徹 君 

国民健康保険病院事務長   川 島 英 明 君 

会  計  管  理  者   伊 藤 啓 二 君 

消 防 課 長              大竹口 孝 幸 君 

 

◎教育委員会教育長の委任を受けて説明のため出席した者 

教 育 次 長              丸 山 一 人 君 

 

◎農業委員会会長の委任を受けて説明のため出席した者 

農 業 委 員 会 事 務 局 長              山 田 弘 幸 君 

 

◎職務のため出席した議会事務局職員 

事 務 局 長              横 田 晋 一 君 

事  務  局  次  長   野 田   誠 君 

総 務 担 当 主 査   中 鉢 武 志 君 
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◎議事日程 

 日程第 １  会議録署名議員の指名＜Ｐ３＞ 

 日程第 ２  会期の決定＜Ｐ３～Ｐ４＞ 

 日程第 ３  諸般の報告（議長）＜Ｐ４＞ 

 日程第 ４  行政報告（町長）＜Ｐ４～Ｐ６＞ 

 日程第 ５  報 告 第 ７ 号        予定価格１,０００万円以上の工事又は製造の請負契約の 

                締結について＜Ｐ６～Ｐ７＞ 

 日程第 ６  議案第６４号        教育委員会委員の任命について＜Ｐ７＞ 

 日程第 ７  議案第６５号        公平委員会委員の選任について＜Ｐ７～Ｐ８＞ 

 日程第 ８  議案第６６号        固定資産評価審査委員会委員の選任について＜Ｐ８＞ 

 日程第 ９  議案第６７号        足寄町過疎地域持続的発展市町村計画（令和３年度～令 

                和７年度）の策定について＜Ｐ８～Ｐ１１＞ 

 日程第１０  議案第６８号        足寄町障害者地域生活支援センター設置及び管理に関す 

                る条例の制定について＜Ｐ１１～Ｐ１２＞ 

 日程第１１  議案第６９号        足寄町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する 

                条例の制定について＜Ｐ１２～Ｐ１４＞ 

 日程第１２  議案第７０号        足寄町行政手続における特定の個人を識別するための番 

                号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特 

                定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

                ＜Ｐ１４～Ｐ１５＞ 

 日程第１３  議案第７１号        足寄町個人情報保護条例の一部を改正する条例＜Ｐ１５ 

                ～Ｐ１７＞ 

 日程第１４  議案第７２号        乳幼児及び児童医療費助成に関する条例の一部を改正す 

                る条例＜Ｐ１７＞ 

 日程第１５  議案第７３号        重度心身障害者並びにひとり親家庭等の医療費の助成に 

                関する条例の一部を改正する条例＜Ｐ１７～Ｐ１８＞ 

 日程第１６  請 願 第 １ 号        コロナ禍における農畜産物の消費拡大及び高温・干ばつ 

                による農作物被害対策を求める請願書＜Ｐ１８＞ 
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午前１０時００分 開会 

 

◎ 開会宣告 

○議長（吉田敏男君） 全員の出席でござ

います。 

 ただいまから、令和３年第３回足寄町議

会定例会を開会をいたします。 

 

◎ 開議宣告 

○議長（吉田敏男君） これから、本日の

会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りです。 

 

◎ 会議録署名議員の指名 

○議長（吉田敏男君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、足寄町議会総合条例

第１８４条の規定によって、１番多治見亮

一君、２番高道洋子君を指名をいたしま

す。 

 

◎ 議運結果報告 

○議長（吉田敏男君） 議会運営委員会委

員長から、会議の結果の報告を願います。 

 議会運営委員会委員長 榊原深雪君。 

 ４番。 

○議会運営委員会委員長（榊原深雪君） 

昨日開催されました、第３回定例会に伴う

議会運営委員会の協議の結果を報告いたし

ます。 

 会期は、本日９月７日から９月２８日ま

での２２日間とし、このうち８日から１５

日までと１８日から２０日までと２３日、

２５日から２６日までの１４日間は休会と

なります。 

 次に、審議予定について報告いたしま

す。 

 本日９月７日は、最初に議長の諸般の報

告を受けます。 

 次に、町長からの行政報告を受けます。 

 次に、報告第７号の報告を受けた後、議

案第６４号から議案第７３号までを即決で

審議いたします。 

 請願第１号については、総務産業常任委

員会へ付託し、会期中の審査といたしま

す。 

 １６日は、一般質問などを行います。 

 １７日以降の審議予定については、一般

質問者の人数などにより流動的であります

ので、今後の議会運営委員会において協議

し、皆様に御報告いたしますので、御了承

願います。 

 なお、議案第７４号から議案第７８号ま

での補正予算案は、後日、提案説明を受け

た後、即決で審議いたします。 

 また、議案第７９号と議案第８０号は、

令和２年度決算審査特別委員会を設置し、

休会中の審査といたします。 

 今定例会中に町長から追加議案が提出さ

れる予定でありますが、提出されました際

に、再度議会運営委員会で協議し、皆様に

御報告いたしますので、御了承願います。 

 以上で、報告を終わらせていただきま

す。 

○議長（吉田敏男君） これにて、議会運

営委員会委員長の報告を終わります。 

 

◎ 会期決定の件 

○議長（吉田敏男君） 日程第２ 会期決

定の件を議題といたします。 

 お諮りをいたします。 

 本定例会の会期は、本日から９月２８日

までの２２日間にしたいと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、会期は本日から９月２８日

までの２２日間に決定をいたしました。 

 なお、２２日間のうち、８日から１５日

までと１８日から２０日までと２３日、そ

して２５日から２６日までの合計１４日間

は休会といたしたいと思います。これに御
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異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。 

 よって、１４日間は休会に決定をいたし

ました。 

 なお、今定例会における一般質問通告書

の提出期限は、９月９日木曜日の午後４時

まででありますので、よろしくお願いをい

たします。 

 

◎ 諸般の報告 

○議長（吉田敏男君） 日程第３ 諸般の

報告を行います。 

 議長の報告事項は、印刷してお手元に配

付のとおりです。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

◎ 行政報告 

○議長（吉田敏男君） 日程第４ 行政報

告を行います。 

 町長から行政報告の申出がありましたの

で、これを許します。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） 議長のお許しを頂

きましたので、３件の行政報告を申し上げ

ます。 

 まず、令和３年８月１１日開会の第４回

足寄町議会臨時会で新型コロナウイルス感

染症に対する本町の取組について行政報告

していたところですが、その後の対策状況

について御報告いたします。 

 令和３年８月２５日、新型コロナウイル

ス感染症拡大に伴い政府から新型インフル

エンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態

宣言が北海道に発出され、８月２７日から

９月１２日まで緊急事態措置を実施するこ

ととされました。これを受け、本町におい

ても８月２６日に対策本部会議を開催し、

町内における感染予防を図るため、８月２

７日から町内各施設の休館や学校・保育所

等行事の延期などの対応を緊急事態宣言終

了まで実施することとし、各施設の休止に

ついて防災行政無線、新聞折り込みチラシ

やホームページで周知を図ったところで

す。なお、図書館につきましては、臨時休

館中であっても予約貸出しを実施すること

としました。 

 また、中学校の部活動については原則休

止でありますが、十勝管内統一の対応とし

て、全国、全道大会につながる活動に限定

して実施しております。 

 次に、新型コロナワクチンの接種状況に

ついてですが、国のワクチン接種記録シス

テムに入力されているデータを基に９月５

日までの接種済み人数を算出しますと、ワ

クチンを１回接種した町民は５,３０１人

で、そのうち高齢者は２,４８４人、２回接

種済みは４,２７７人で、そのうち高齢者は

２,４２８人となっております。 

 国が公表する接種率は令和３年１月１日

の住民基本台帳人口を用いて算出している

ことから、本町の接種率を同様に算出しま

すと、１回接種済みは７９.３％、２回接種

済みは６４.０％、そのうち高齢者について

は、１回接種済み９３.３％、２回接種済み

９１.２％となります。 

 本町においては、集中的にワクチンを接

種する期間は１回目接種を９月５日まで、

２回目接種を９月２６日までと設定してい

ますが、事情により期間内に接種を完了し

ていない方や９月以降に１２歳の誕生日を

迎える方の接種については、今後医療機関

と予約方法や接種日等を調整し、接種を希

望する方全員が接種できる体制を整えてま

いります。 

 続いて、本町職員２名の感染について御

報告いたします。 

 まず１件目ですが、８月１５日、足寄小

学校に勤務する教育委員会職員１名が陽性

であることが判明しました。当該職員は７

月末から休暇に入っていたことから、職員

や児童に濃厚接触者はいませんでした。 

 ２件目は８月２１日、総合体育館温水
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プールに勤務する教育委員会職員１名が感

染している疑いがあることが判明したた

め、８月２１日午後から総合体育館温水

プールを臨時休館とし、消毒作業を行いま

した。 

 その後、陽性であることが判明したこと

から、８月２３日まで両施設を休館とし、

帯広保健所の指導の下、再度施設内の消毒

を行い、安全性の確保を図っております。 

 また、帯広保健所の調査により濃厚接触

者が特定されていることから、感染が広が

らないよう必要な対応を行ったほか、職員

の感染が続いたため、８月２３日に対策本

部会議を開催し、感染予防の周知徹底や対

策内容の再確認を図るよう職員に指示しま

した。 

 消毒作業等に伴う施設休館等により、御

利用の皆様には御迷惑をおかけしました

が、今後とも感染予防対策を徹底し運営し

てまいりますので、御理解と御協力をお願

いいたします。 

 また、町といたしましては、感染者に対

する誹謗中傷につながることのないよう町

民の皆様の冷静な行動をお願いしますとと

もに、今後も手洗いやマスクの着用、密を

避けるなど、基本的な感染防止対策に取り

組んでいただきますよう、町民の皆様にお

願いをしております。 

 続いて、令和３年度新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金を活用した

本町における実施予定事業について御報告

いたします。 

 本町の現時点における交付限度額は令和

３年８月１７日付で内閣府から通知された

事業者支援分８８９万円を含め１億３,３５

４万８,０００円となっており、令和３年６

月３日開催の第２回足寄町議会定例会で実

施予定事業の予算を計上していたところで

すが、これらの執行見込額を精査し、さら

に留保していた交付金を財源とした新型コ

ロナウイルス感染拡大防止等の事業を追加

で実施することとしました。追加で行う本

町の実施予定事業は、４ページにございま

す別紙資料のとおりで、必要な予算を本定

例会に提案させていただいております。 

 主な事業といたしましては、子どもセン

ター及び各小中学校に無線ＬＡＮ環境を整

備し、授業参観や学習発表会等をインター

ネット配信できる環境を構築するほか、避

難所である総合体育館にも無線ＬＡＮ環境

を整備し、災害時の情報伝達等の環境を構

築する予算を計上しております。 

 また、新型コロナウイルス感染症感染拡

大時などに自宅でのリモート学習が行える

よう、学校から貸し出されるタブレットパ

ソコン用の充電器の購入費用や、コロナ禍

において外出が制限される中、読書環境の

向上を図るため、小中学校の図書館管理シ

ステム導入費用を計上しています。 

 そのほか、令和４年度以降に予定してい

た旧芽登生活改善センター解体工事の前倒

しを行い、町内建設事業者の雇用維持及び

経営の継続化を図ります。 

 また、商工会が実施する「頑張ろう足寄

プレミアム付商品券発行事業」に、プレミ

アム率５０％分と事務経費等を合わせた補

助金を予算計上させていただきました。 

 また、今後におきましては、緊急事態宣

言地域の拡大・延長を踏まえ、新たな国の

コロナ対策事業等の実施も見込まれ、ま

た、長引く外出自粛や休業要請等により事

業継続に困っている事業者への支援等につ

いて、引き続き、町内関係団体や金融機関

等とも情報交換を行い、状況によっては本

定例会での補正予算の追加提案や、議会の

議決を頂く時間的余裕がない場合において

は専決処分により対応させていただきたい

と考えておりますので、御理解を賜ります

ようお願いいたします。 

 以上、本町における新型コロナウイルス

感染症に対する取組について御報告いたし

ましたが、今後におきましても、国や北海

道など関係機関との連携を密にし、感染拡

大防止の徹底と地域経済への影響を最小限
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とすべく全力で取り組んでまいりますの

で、御協力いただきますようお願いを申し

上げ御報告といたします。 

 次に、ゼロカーボンシティ宣言について

御報告いたします。 

 近年、全国各地で大雨・豪雨による洪水

などの異常気象による災害が発生していま

す。地球規模での気象変動が深刻な問題と

なっており、２０１５年パリ協定にて「平

均気温の上昇幅を産業革命以前に比べ２度

未満にする」ことが国際的に広く共有さ

れ、我が国においても、２０２０年１０月

に「２０５０年までにカーボンニュートラ

ル、脱炭素社会の実現を目指す」ことが宣

言されました。 

 足寄町はこれまで他の地域に先駆け、家

庭用太陽光発電や木質ペレットストーブの

導入支援、木質ペレット製造事業への支

援、家畜ふん尿バイオガスプラントの建設

支援など、地域資源を活用した再生可能エ

ネルギーの導入推進により産業振興と地球

温暖化対策の取組を行ってきました。 

 今後も二酸化炭素の排出削減及び吸収源

対策の取組を推進し、２０５０年までに温

室効果ガスの排出を実質ゼロに削減するこ

とを目指す「ゼロカーボンシティ」を６

ページの別紙のとおり宣言し、地球温暖化

対策を町民の皆様と共に取り組んでまいり

たいと考えておりますので、御理解賜りま

すようお願いを申し上げ御報告といたしま

す。 

 次に、北海道糖業株式会社本別製糖所の

砂糖生産終了について御報告申し上げま

す。 

 北海道糖業は８月３０日に、本別製糖所

での砂糖生産を２０２３年３月をもって終

了し、北見製糖所に生産を集約し、一部に

ついては日本甜菜製糖株式会社芽室製糖所

に生産委託を行う方針を決定したと発表い

たしました。 

 背景としては、健康志向による砂糖離

れ、コロナ禍の国内需要の落ち込み、生産

施設の老朽化も重なり、生産拠点の統合に

よる効率化を図る必要があるとのことで

す。 

 ９月３日に本別製糖所長が来庁され、今

回の砂糖の生産終了の経緯について説明を

受けましたが、本別製糖所での砂糖生産は

終了するものの、原料てん菜の買入れ、耕

作指導、倉庫管理等は今後も継続するとの

報告を受けております。 

 足寄町においては、現在、約４８０ヘク

タールのてん菜の作付があり、重要な輪作

体系をなす作物であることから、生産者が

安心して輪作体系を維持できるよう、これ

までどおりの対応をお願いしております。 

 また、足寄町から本別製糖所とその関連

業者に短期雇用により１２名が働いてお

り、雇用の継続についてもお願いをしてお

りますが、引き続き、足寄町農業協同組合

と連携し、情報収集と必要な対応を進めて

まいりますので、御理解賜りますようお願

いを申し上げ御報告といたします。 

 以上、３件の行政報告とさせていただき

ます。 

○議長（吉田敏男君） これで、行政報告

を終わります。 

 

◎ 報告第７号 

○議長（吉田敏男君） 日程第５ 報告第

７号予定価格１,０００万円以上の工事又は

製造の請負契約の締結についての件を議題

といたします。 

 本件について、報告を求めます。 

 総務課長 松野 孝君。 

○総務課長（松野  孝君） 議案書の１

ページをお願いいたします。 

 ただいま議題となりました、報告第７号

予定価格１,０００万円以上の工事又は製造

の請負契約の締結について、提案理由の御

説明を申し上げます。 

 足寄町議会総合条例第１２条第１項の規

定により、次のとおり御報告をするもので

ございます。 
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 令和３年５月２６日から令和３年８月２

４日までの間で、足寄町議会総合条例第１

２条第１項第１号の規定により御報告する

工事又は製造の請負は、２ページ及び３

ページに添付をしております、別紙のとお

り合計２１件でございます。 

 以上のとおり、御報告申し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これにて、報告を

終わります。 

 ただいまの報告に対し、質疑を行いま

す。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これをもって、報告を終わります。 

 

◎ 議案第６４号 

○議長（吉田敏男君） 日程第６ 議案第

６４号教育委員会委員の任命についての件

を議題といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題とな

りました、議案第６４号教育委員会委員の

任命について、提案理由の御説明を申し上

げます。 

 下記の者を足寄町教育委員会委員に任命

いたしたく、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第２項の規定により、

議会の同意を求めるものでございます。 

 提案する方につきましては、足寄郡足寄

町南４条６丁目６番地。岡田美子氏。昭和

３７年１１月２３日生まれでございます。 

 提案理由につきましては、令和３年１０

月１０日をもって任期満了となることか

ら、再任をお願いするものでございます。 

 岡田氏の学歴、職歴等の略歴につきまし

ては記載のとおりでございますので、説明

は省略させていただきます。 

 御審議賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、議案第６４号教育委員会委員

の任命についての件を採決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の方

は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第６４号教育委員会委

員の任命についての件は、同意することに

決定をいたしました。 

 

◎ 議案第６５号 

○議長（吉田敏男君） 日程第７ 議案第

６５号公平委員会委員の選任についての件

を議題といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題とな

りました、議案第６５号公平委員会委員の

選任について、提案理由の御説明を申し上

げます。 

 下記の者を足寄町公平委員会委員に選任

いたしたく、地方公務員法第９条の２第２

項の規定により、議会の同意を求めるもの

でございます。 

 提案する方につきましては、足寄郡足寄

町栄町２丁目１３５番地の１４。鈴木利邦

氏。昭和２９年１０月４日生まれでござい

ます。 

 提案理由につきましては、令和３年９月

２６日をもって任期満了となることから、



― 8 ― 

再任をお願いするものでございます。 

 鈴木氏の学歴、職歴等の略歴につきまし

ては記載のとおりでございますので、説明

は省略をさせていただきます。 

 御審議賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、議案第６５号公平委員会委員

の選任についての件を採決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の方

は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第６５号公平委員会委

員の選任についての件は、同意することに

決定をいたしました。 

 

◎ 議案第６６号 

○議長（吉田敏男君） 日程第８ 議案第

６６号固定資産評価審査委員会委員の選任

についての件を議題といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 町長 渡辺俊一君。 

○町長（渡辺俊一君） ただいま議題とな

りました、議案第６６号固定資産評価審査

委員会委員の選任について、提案理由の御

説明を申し上げます。 

 下記の者を足寄町固定資産評価審査委員

会委員に選任いたしたく、地方税法第４２

３条第３項の規定により、議会の同意を求

めるものでございます。 

 提案する方につきましては、足寄郡足寄

町南２条２丁目１２番地。真鍋雅美氏。昭

和３４年５月１６日生まれでございます。 

 提案理由につきましては、令和３年９月

２０日をもって任期満了となることから、

再任をお願いするものでございます。 

 真鍋氏の学歴、職歴等の略歴につきまし

ては記載のとおりでございますので、説明

は省略させていただきます。 

 御審議賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、議案第６６号固定資産評価審

査委員会委員の選任についての件を採決を

します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、これに同意することに賛成の方

は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第６６号固定資産評価

審査委員会委員の選任についての件は、同

意することに決定をいたしました。 

 

◎ 議案第６７号 

○議長（吉田敏男君） 日程第９ 議案第

６７号足寄町過疎地域持続的発展市町村計

画（令和３年度～令和７年度）の策定につ

いての件を議題といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 総務課長 松野 孝君。 

○総務課長（松野 孝君） 議案書７ペー

ジをお開き願います。 

 ただいま議題となりました、議案第６７

号足寄町過疎地域持続的発展市町村計画

（令和３年度～令和７年度）の策定につい
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て、提案理由の御説明を申し上げます。 

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特

別措置法第８条の規定により、足寄町過疎

地域持続的発展市町村計画（令和３年度～

令和７年度）を別冊のとおり定めたく、議

会の議決をお願いするものでございます。 

 本計画の内容について御説明をさせてい

ただく前に、策定経過等について申し上げ

ます。 

 これまで過疎対策につきましては、昭和

４５年に過疎地域対策緊急措置法が１０年

間の時限立法として制定されて以来、昭和

５５年に過疎地域振興特別措置法、平成２

年には過疎地域活性化特別措置法、平成１

２年には過疎地域自立促進特別措置法と４

次にわたり過疎対策のための特別措置法が

制定され、本町におきましても、直近では

平成２８年度から令和２年度までを期間と

する足寄町過疎地域自立促進市町村計画を

策定し、地域振興等の取組を進めてまいり

ました。しかし、現行法の過疎地域自立促

進特別措置法は本年の３月３１日で期限を

迎え失効いたしまして、過疎地域の持続的

発展という新たな理念の下、新たな法律で

あります過疎地域の持続的発展の支援に関

する特別措置法が制定されたことに伴い、

本町におきましても令和３年度から令和７

年度までを期間とする、名称を新たに、足

寄町過疎地域持続的発展市町村計画として

策定をしようとするものでございます。 

 なお、本計画につきましては、町民等の

意見を反映させるため７月７日から７月２

８日までの期間として本町のホームページ

に掲載し、意見の公募、いわゆるパブリッ

クコメントを実施いたしましたが、意見等

はございませんでした。 

 次に、本計画の内容について御説明申し

上げます。 

 旧市町村計画と比較をいたしまして、枠

組みには大きな変更はございませんので、

今回新たに追加された項目などを中心に御

説明をさせていただきます。 

 別冊でお配りしております、市町村計画

の１ページをお開きください。 

 基本的な事項といたしまして、１ページ

から４ページにかけまして本町の概況、人

口及び産業の推移と動向、行財政の状況に

つきまして記載をしてございます。 

 ３ページの表の表１の１、４ページ及び

５ページの表１の２につきましては最新の

数値に置き換えをしております。 

 続いて５ページをお願いいたします。 

 中ほどになりますが、（４）地域の持続

的発展の基本方針といたしまして、北海道

の過疎地域持続的発展方針に基づき、平成

２７年度に策定した足寄町第６次総合計

画、令和２年度に策定した第２期足寄町ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略との整合性

を図りつつ、人口減少の克服と地域経済の

活性化に向けた持続的な取組を進めること

について記載をしております。 

 続いて（５）持続的発展のための基本目

標といたしましては、人口について社会増

減数を５年間平均で４０人以内、婚姻数を

５年間平均で５組増、年間出生数を５０人

などと設定をいたしました。 

 ６ページをお願いいたします。 

 中ほどになりますが、（７）計画期間は

本年の４月１日から令和８年３月３１日ま

での５か年としております。 

 （８）において、本計画につきましては

公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関

する計画に適合するよう定めていることを

記載しております。 

 続いて、対象分野別の課題と対策、事業

計画について御説明申し上げます。 

 ６ページの下段になりますが、２といた

しまして、移住・定住地域間交流の促進、

人材育成につきましては今回の計画から新

たに追加された項目でございます。 

 これまで住環境店舗等整備補助金による

定住促進や新規就農者の誘致、農林業後継

者への支援など各施策を行ってまいりまし

たが、人口減少を食い止めるには至ってお
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らず、後継者不足や地域活力の低下という

問題に対しまして、７ページになります

が、（２）その対策といたしまして、移

住・定住への支援、促進策を進めるととも

に移住希望者に対する相談窓口体制の充実

や移住促進に向けた情報発信を行うことな

どについて記載をしております。 

 ７ページから９ページにかけまして、地

域活性化推進事業といたしまして、住環境

店舗等整備補助金のほか５つの事業を実施

する計画としております。 

 １１ページをお願いいたします。 

 ３の産業の振興におきまして、上段にな

りますが、情報通信産業の項目を新たに追

加いたしまして、国の高度無線環境整備推

進事業を活用し光通信ケーブルの設置を進

めていることについて記載をしておりま

す。 

 １６ページをお願いいたします。 

 （４）といたしまして、産業振興促進事

項について記載をしておりまして、この後

足寄町過疎地域における固定資産税の課税

免除に関する条例の制定について御審議を

いただくところでありますが、本条例の適

用に当たりまして本計画への記載が必要な

事項でございます。 

 ページ飛びまして、２６ページをお願い

いたします。 

 ７の子育て環境の確保、高齢者等の保健

及び福祉の向上及び増進につきましては、

今回から新たに子育て環境の確保が、文言

が追加されまして、少子化の進行により地

域との関わりが減り、子育て中の親の孤立

感や育児不安につながっているとの問題に

対しまして、これらを解消する取組を家

庭、地域、社会全体で進めていくとともに

子育て世帯への支援を行っていくことにつ

いて記載をしております。 

 次に２９ページをお願いいたします。 

 事業計画の表の上段になりますが、子育

て環境の確保についての事業といたしまし

て、保育所、認定こども園の保育料無償化

事業を実施する計画としております。 

 続きまして、ページ飛んでいますが４０

ページをお願いいたします。 

 中ほどになりますが、１２の再生可能エ

ネルギーの利用の推進は新たに今回から追

加された項目であります。 

 環境に優しい循環型のまちづくりを進め

るに当たり、これまでの取組を生かし再生

可能エネルギーの導入を推進するととも

に、省エネルギー化の取組を促進し、持続

可能なまちづくりを推進するため、その対

策といたしまして、再生可能エネルギーの

導入による地域内循環、温泉熱や付随ガス

の利用、木質ペレット燃焼機器の導入を推

進するなどについて記載をしております。 

 ４１ページになりますが、新エネルギー

推進事業といたしまして、再生可能エネル

ギー導入補助金の事業を実施する計画とし

ております。 

 ４２ページから４８ページについては、

各分野別の特別事業の計画を掲載しており

ます。 

 事業計画の年度別概算事業費につきまし

ては、別つづりとなっております参考資料

を御覧いただきたいと思います。 

 最終ページの１３ページをお開き願いま

す。 

 令和３年度の各分野別の概算事業費につ

きましては、各分野別の合計で約３９億

円、うち特別事業分につきましては約５億

４,０００万円であります。 

 令和３年度から令和７年度の５か年の概

算事業費につきましては、各分野別合計で

約１７１億円、うち特別事業分が約２５億

５,０００万円を見込んでいるところでござ

います。 

 なお、本計画につきましては、去る８月

２６日に北海道との協議を既に終えたとこ

ろでございます。 

 本市町村計画につきましては、事業実施

するに当たり過疎対策事業債などの財政上

の特別措置を受けるために策定を要するも
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のでありまして、引き続き特別措置を活用

し地域活性化等の取組を推進しまして、持

続的発展の実現を今後目指してまいります

ので、御理解賜りますようお願いいたしま

す。 

 以上で、提案理由の説明とさせていただ

きますので、よろしく御審議のほどお願い

申し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６７号足寄町過疎地域

持続的発展市町村計画（令和３年度～令和

７年度）の策定についての件を採決をしま

す。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第６７号足寄町過疎地

域持続的発展市町村計画（令和３年度～令

和７年度）の策定についての件は、原案の

とおり可決されました。 

 

◎ 議案第６８号 

○議長（吉田敏男君） 日程第１０ 議案

第６８号足寄町障害者地域生活支援セン

ター設置及び管理に関する条例の制定につ

いての件を議題といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 福祉課長 保多紀江君。 

○福祉課長（保多紀江君） 議案８ページ

をお開き願います。 

 ただいま議題となりました、議案第６８

号足寄町障害者地域生活支援センター設置

及び管理に関する条例の制定について、提

案理由を御説明申し上げます。 

 本条例は本年度建設しております障害者

地域生活支援拠点施設の設置及び管理に関

する条例を制定するものでございます。 

 なお、障害者地域生活支援拠点施設と

は、障がい者等の重度化、高齢化や親亡き

後に備えるとともに、住み慣れた地域で障

がい児・者やその家族が安心して生活する

ため、相談、緊急時の受入れ・対応、体験

の機会の場の提供など、居住支援のための

機能を有する拠点施設として整備するもの

でございます。 

 次に、条例の内容について御説明申し上

げます。 

 足寄町障害者地域生活支援センター設置

及び管理に関する条例。 

 第１条はこの条例の趣旨について、第２

条は本施設の設置目的について、それぞれ

規定しております。 

 第３条は、本施設の名称を足寄町障害者

地域生活支援センターと称し、その位置を

足寄郡足寄町北３条２丁目４番地２とする

ものでございます。 

 第４条は、本施設は福祉ホームと基幹相

談支援センター、その他町長が必要と認め

る部門で構成する規定でございます。 

 第５条は、本施設で行う事業または業務

について規定をしております。 

 第６条から第１１条までは、本施設利用

の対象者、利用の申請及び利用の決定、利

用権譲渡等の禁止、利用の制限等、原状回

復の義務について規定しております。 

 第１２条は施設の利用料等について、第

１３条において利用料等の還付について、
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第１４条において損害賠償について、それ

ぞれ規定しております。 

 第１５条は、地方自治法の規定により指

定管理者に管理を行わせることができる規

定としております。 

 第１６条では、指定管理者の業務につい

て規定しております。 

 第２項において、利用料等を指定管理者

の収入として収受させることができるもの

とし、第３項において、指定管理者に管理

を行わせる場合にあっては町長とあるの

は、指定管理者として読み替える規定とし

ております。 

 なお、同条第４項において、第１２条に

規定する利用料等の額については、指定管

理者は町長と協議し承認を得なければなら

ないとしております。 

 第１７条は指定管理者の原状回復義務に

ついて、第１８条は委任について規定して

おります。 

 附則第１項の施行期日ですが、この条例

は令和４年４月１日から施行するものでご

ざいます。また、第２項において、指定管

理者の指定及びこれに関し必要なその他の

行為等は、この条例の施行の日前において

も、足寄町公の施設に係る指定管理者の指

定手続等に関する条例の規定により行うこ

とができる規定としております。 

 以上でございますが、本条例制定後には

指定管理者の選定と手続を開始し、今後指

定管理者の指定について議会に提案させて

いただく予定でおりますので、御理解賜り

ますようお願い申し上げ、提案理由の御説

明とさせていただきます。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏男君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 ３番、進藤晴子君。 

○３番（進藤晴子君） では、一つだけ質

問がございます。 

 居住支援部門というところで、８ページ

の右のページの（１）の居住支援部門のと

ころでちょっと理解ができなかったもの

で、質問させていただきます。 

 イ、ウに関してはよく分かるのですが、

私が考えていたのは、親や保護者がいなく

なったときに住むところもなく、そういう

障がい者の方たちを支援するということで

受け止めていたので、長期、例えば何年も

そこに住み続けていられるものなのか、そ

こだけ質問させていただきます。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、福祉課長。 

○福祉課長（保多紀江君） ただいまの質

問にお答えいたします。 

 こちらの施設につきましては、親がいな

くなった後に生活の支援をしてくれる人が

身近にいなくなったとか、そういう方はも

ちろん対象になりますけれども、もともと

障がい者の方でも親元から離れて自立して

生活される方もいると思いますので、ここ

の利用に合致している方であれば何年でも

住むことができると、設定としておりま

す。 

 以上です。 

○議長（吉田敏男君）  ３番、進藤晴子

君。 

○３番（進藤晴子君） 分かりました。で

は、その方が何年でもそこにいられるとい

うことで理解いたしました。 

 ありがとうございます。 

○議長（吉田敏男君） 他に、質疑はござ

いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 
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 これから、議案第６８号足寄町障害者地

域生活支援センター設置及び管理に関する

条例の制定についての件を採決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第６８号足寄町障害者

地域生活支援センター設置及び管理に関す

る条例の制定についての件は、原案のとお

り可決されました。 

 ここで、暫時休憩をいたします。 

 １１時１５分まで休憩をいたします。 

午前１０時５８分 休憩 

午前１１時１５分 再開 

○議長（吉田敏男君） 休憩を閉じ、会議

を再開をいたします。 

 

◎ 議案第６９号 

○議長（吉田敏男君） 日程第１１ 議案

第６９号足寄町過疎地域における固定資産

税のの課税免除に関する条例の制定につい

ての件を議題といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 住民課長 佐々木雅宏君。 

○住民課長（佐々木雅宏君） 議案書１１

ページをお開き願います。 

 ただいま議題となりました、議案第６９

号足寄町過疎地域における固定資産税の課

税免除に関する条例の制定につきまして、

提案理由の御説明を申し上げます。 

 先ほど議題となりました議案第６７号足

寄町過疎地域持続的発展市町村計画におけ

る説明と重複する部分もございますけれど

も、本町においては過疎地域自立促進特別

措置法（以下、旧法と言わせていただきま

す）に基づいて現行の条例である過疎地域

における固定資産税の課税の特例に関する

条例（以下、旧条例と言わせていただきま

す）を制定していたところですが、旧法は

令和３年３月３１日までの時限立法で同日

をもって失効することから、過疎地域の持

続的発展の支援に関する特別措置法（令和

３年法律第９条、以下新法と言わせていた

だきます）が新たに制定され、令和３年４

月１日から施行されたところでございま

す。 

 この新法第２４条において、旧法に引き

続き固定資産税の課税免除措置による減収

の７５％を普通交付税で補塡する措置が継

続されたことから、新法に基づいて足寄町

過疎地域における固定資産税の課税免除に

関する条例（以下、新条例と言わせていた

だきます）を制定するものでございます。 

 新条例の概要につきまして、条文ごとに

旧条例と比較しながら御説明させていただ

きます。 

 第１条は条例制定の趣旨を規定してお

り、先ほど議題となりました議案第６７号

の足寄町過疎地域持続的発展市町村計画、

１６ページに記載されました産業振興促進

地域内で振興すべき業種とされる製造業、

農林水産物等販売業または旅館業務の用に

供する設備を新設または増設したものに加

え、新条例では情報サービス業等が加えら

れ、新設や増設に限らず建物及びその附属

設備にあっては改修のための工事による取

得または建設をした場合も対象とすること

としております。 

 第２条は課税免除に関する規定で、令和

６年３月３１日までの間の時限が設けられ

ており、また課税免除の適用の範囲につき

まして、旧条例では租税特別措置法の適用

を受ける設備で取得価格の合計が２,７００

万円を超えるものを新設または増設した場

合の家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷

地である土地を課税免除の対象としており

ましたが、新条例では第１条に規定する業

種につきまして、第２条に規定する租税特

別措置法の条項の適用を受ける設備を取得

した場合に、取得価格が５００万円以上で

ある家屋及び償却資産並びに過疎地として
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の工事日以降１年以内に家屋の建設着手を

した土地に対する固定資産税について減免

するもので、また、資本金等の額が５,００

０万円を超えると新設または増設に限定す

るとともに、製造業または旅館業につきま

しては取得価格の上限が資本金等の額によ

り段階的に引き上げられる仕組みとなって

おります。 

 第３条は課税免除の期間を定めるもの

で、新たな固定資産税が課されることと

なった年度から３か年とし、旧条例と変わ

りはございません。 

 第４条は課税免除の申請について規定

し、課税免除の適用を受けようとする者

は、当該課税免除を受けようとする年の１

月３１日までに町長に課税免除の申請をす

ることとしております。 

 第５条は課税の取消しを規定しており、

虚偽の申請、その他不正行為によって固定

資産税の課税免除を受けた者は、その免除

の全部または一部を取り消すものとしてお

ります。 

 第６条は委任に関する規定で、この条例

の施行に関して必要な事項は町長が定める

こととしております。 

 最後に附則でございますが、この条例は

公布の日から施行し、令和３年４月１日か

ら適用することとし、第２項は旧条例の廃

止を規定し、第３項は経過措置として令和

３年３月３１日以前に旧条例によりなされ

た固定資産税の課税免除については、なお

従前の例によることとして、旧条例廃止後

における旧条例に基づく課税免除の継続根

拠を残す規定となっております。 

 以上、足寄町過疎地域における固定資産

税の課税免除に関する条例の制定に関する

説明とさせていただきますので、何とぞ御

審議賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第６９号足寄町過疎地域

における固定資産税の課税免除に関する条

例の制定についての件を採決をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第６９号足寄町過疎地

域における固定資産税の課税免除に関する

条例の制定についての件は、原案のとおり

可決されました。 

 

◎ 議案第７０号 

○議長（吉田敏男君） 日程第１２ 議案

第７０号足寄町行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人

情報の提供に関する条例の一部を改正する

条例の件を議題といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 住民課長 佐々木雅宏君。 

○住民課長（佐々木雅宏君） 議案書１２

ページをお開き願います。 

 ただいま議題となりました、議案第７０

号足寄町行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例の一部を改正する条例に

つきまして、提案理由の御説明を申し上げ
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ます。 

 条例名が長いものですから、以下、個人

番号利用条例と省略させていただきます。 

 さきの国会でデジタル社会の形成を図る

ための関係法律の整備に関する法律（令和

３年法律第３７号）が成立し、行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号）の一部が改正されました。その改正

におきまして、第１９条第４号の規定が新

たに追加されたことに伴い、条項が繰り下

がり、個人番号利用条例で引用する条項に

ずれが生じることから所要の改正を行うも

のでございます。 

 議案書１２ページ右側、新旧対照表を御

覧いただきたいと存じます。 

 現行の個人番号利用条例の第１条及び第

５条において、法第１９条第１０号を引用

しており、第４号の追加により繰り下がる

ことからこの文言を第１９条第１１号に改

める改正を行うものでございます。 

 施行期日につきましては、公布の日から

施行するものでございます。 

 以上、本条例の改正に関する提案理由の

説明とさせていただきますので、何とぞ御

審議賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第７０号足寄町行政手続

における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の

利用及び特定個人情報の提供に関する条例

の一部を改正する条例の件を採決をしま

す。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第７０号足寄町行政手

続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号

の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例の一部を改正する条例の件は、原案のと

おり可決されました。 

 

◎ 議案第７１号 

○議長（吉田敏男君） 日程第１３ 議案

第７１号足寄町個人情報保護条例の一部を

改正する条例の件を議題といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 総務課長 松野 孝君。 

○総務課長（松野 孝君） １３ページを

お願いいたします。 

 ただいま議題となりました、議案第７１

号足寄町個人情報保護条例の一部を改正す

る条例について、提案理由の御説明を申し

上げます。 

 本条例につきましては、デジタル庁設置

法の制定及び行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法

律の一部改正に伴いまして、所要の改正を

行うものでございます。 

 改正内容について申し上げます。 

 情報提供ネットワークシステムの所管が

総務省からデジタル庁に変更となったこと

に伴いまして、個人情報の訂正等を行った

場合における情報の提供先を規定しており

ます本条例の第３０条の７中、「総務大

臣」から「内閣総理大臣」に改めますとと
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もに、本条例で引用しております番号の利

用等に関する法律の条項を改めるものでご

ざいます。 

 附則におきまして、この条例は公布の日

から施行することとしております。 

 １３ページ右の欄に新旧対照表を添付し

ておりますので、御参照ください。 

 以上で、提案理由の説明とさせていただ

きますので、御審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 ６番、熊澤芳潔君。 

○６番（熊澤芳潔君） 全く初歩の質問で

申し訳ないのですけれども、今このデジタ

ル庁というのが国で設置したよということ

で知られているのですけれども、今このこ

とで、この間委員会の中でデジタル庁設置

に関連するかのような御説明があったので

すけれども、デジタル庁自体がどのような

形でこの行政との関連がつながっているの

か。また、この第７１号の関係とどうデジ

タル庁がつながるのか。 

 初歩的な問題で申し訳ないのですけれど

も、もうちょっと詳しくお願いしたいな

と。 

○議長（吉田敏男君） 答弁、総務課長。 

○総務課長（松野 孝君） お答えいたし

ます。 

 デジタル庁のことについての御質問でご

ざいますが、今回の改正案で御説明いたし

ましたデジタル庁設置法という法律が制定

されておりまして、報道等もされておりま

すけれども、本年の９月１日からデジタル

庁が発足したところでございます。 

 デジタル庁につきましては、基本的に法

律の目的にも書いてございますが、基本的

にデジタル庁は次に掲げることを任務とし

ております。その任務といたしましては、

デジタル社会が今後形成されるに当たりま

して、基本理念にのっとりましてデジタル

社会の形成に関する内閣の事務を内閣官房

と共に助けること。それと、２つ目といた

しまして、基本理念にのっとりデジタル社

会の形成に関する行政事務の迅速かつ重点

的な遂行を図ることということをデジタル

庁の任務としてございます。 

 それで、今後デジタル社会につながって

いって、もうお辞めになることを表明した

菅総理の強い信念というか、そういう下、

デジタル庁が設置されたものであります

が、今後いろいろ紙ベースで住民の方から

いろいろと申請等、届出等を頂いていると

ころでありますが、それについて今後国で

考えておりますのは、全てオンラインで申

請することができるような社会をつくろう

と。あるいは、現在それぞれ全国の市町村

でそれぞれで独自のシステム等を使ってお

りますが、国のほうでは全国共通な、たし

か１７ぐらいの事務であろうかと思います

が、全国共通のシステムを導入して、例え

ば足寄町民の方が例えばほかの地方公共団

体へ転出された際には、足寄町と全国共通

のシステムを導入いたしましたら、どこへ

行っても同じ様式で、手続で申請ができる

ということを国はデジタル社会として今後

取り組んでいこうということになっている

ことでございます。 

 それで、今回の条例との関連といいます

か、今回は個人情報保護条例の改正でござ

いまして、基本的に今まで個人情報保護の

関係につきましては総務省が所管していた

ところでございますが、デジタル庁が９月

１日に設置されて以来、要するにデジタル

庁の長と申しますのは大臣ではなくて内閣

総理大臣になったということでございま

す。 

 それで今回法律から引用している条項を

改めますとともに、所管の大臣を内閣総理

大臣に修正をしたという改正でございま

す。 

 以上でございます。 
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○議長（吉田敏男君）  ６番、熊澤芳潔

君。 

○６番（熊澤芳潔君） そうしますと、足

寄町は今光ファイバーで今工事やっていま

すよね。この事業というのがつながってい

くのはその後ですか。要するに、光ファイ

バーとの現状のあれが出来上がってからこ

ういった事業がつながっていくよというこ

とでしょうかね。 

○議長（吉田敏男君） 総務課長、答弁。 

○総務課長（松野 孝君） お答えいたし

ます。 

 現在行っております光ファイバーの整備

事業とは関係はございませんで、基本的に

それとは別で考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（吉田敏男君） よろしいですか。 

 他に、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第７１号足寄町個人情報

保護条例の一部を改正する条例の件を採決

をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第７１号足寄町個人情

報保護条例の一部を改正する条例の件は、

原案のとおり可決されました。 

 

◎ 議案第７２号 

○議長（吉田敏男君） 日程第１４ 議案

第７２号乳幼児及び児童医療費助成に関す

る条例の一部を改正する条例の件を議題と

いたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 住民課長 佐々木雅宏君。 

○住民課長（佐々木雅宏君） お手元の議

案書１４ページをお開き願います。 

 ただいま議題となりました、議案第７２

号乳幼児及び児童医療費助成に関する条例

の一部を改正する条例につきまして、提案

理由の御説明を申し上げます。 

 現在、国では行政手続の簡略化、社会保

障の公平性の実現を図るために個人番号

カードの普及を図っており、さらなる普及

を図るために様々な目的に使用できるよ

う、個人番号カードの利便性の向上を図っ

ているところでございます。 

 そうした普及策の一つとして個人番号

カードの医療保険証としての利用が進めら

れております。この目的を実現するために

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図

るための健康保険法等の一部を改正する法

律（令和元年法律第９号）が制定、公布さ

れ、令和２年１０月から電子資格確認の導

入と資格確認の方法が明文化されました。 

 国では令和３年３月から本格運用を予定

しておりましたが、医療保険者が管理登録

している情報の正確性に課題があったこと

から、その運用が延期されておりました

が、国はこうした課題が解決されたことか

ら本年７月から９月までをオンライン資格

確認等システムの集中導入期間と位置づ

け、全国の医療機関において１０月以降の

本格的な運用に向けて準備が進められてお

ります。 

 議案書１４ページ右側の新旧対照表を御

覧いただきたいと存じます。 

 このたびの乳幼児及び児童医療費助成に

関する条例の一部を改正する条例は、オン

ラインによる資格確認の実施により従来の

医療保険証による資格確認だけではなく、
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個人番号カードを用いた電子資格確認の方

法も可能となることから、「組合員証又は

被保険者証及び」の文言を「電子資格確認

等により各種医療保険の被保険者又は被扶

養者であることの確認を受け、」に置き換

える改正を行うものでございます。 

 この改正後の条例の施行につきまして

は、公布の日からとしております。 

 以上、本条例の改正に関する提案理由の

説明とさせていただきますので、何とぞ御

審議賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第７２号乳幼児及び児童

医療費助成に関する条例の一部を改正する

条例の採決をいたします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第７２号乳幼児及び児

童医療費助成に関する条例の一部を改正す

る条例の件は、原案のとおり可決されまし

た。 

 

◎ 議案第７３号 

○議長（吉田敏男君） 日程第１５ 議案

第７３号重度心身障害者並びにひとり親家

庭等の医療費の助成に関する条例の一部を

改正する条例の件を議題といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めま

す。 

 住民課長 佐々木雅宏君。 

○住民課長（佐々木雅宏君） お手元の議

案書１５ページをお開き願います。 

 ただいま議題となりました、議案第７３

号重度心身障害者並びにひとり親家庭等の

医療費の助成に関する条例の一部を改正す

る条例につきまして、提案理由の御説明を

申し上げます。 

 改正の理由といたしましては、先ほど議

題となりました議案第７２号乳幼児及び児

童医療費助成に関する条例の一部を改正す

る条例と同様、個人番号カードを利用した

オンライン資格確認が医療機関の窓口で行

われることから、必要な文言の追加など所

要の改正を行うものでございます。 

 議案書１５ページ右側の新旧対照表を御

覧願います。 

 第３条で「組合員又は被扶養者」の次に

「被保険者等」の文言を加え、第７条の改

正につきましては、議案第７２号と同様

「電子資格確認等により各種医療保険の被

保険者であることの確認を受け、」という

文言の置き換えを行うものでございます。 

 以上、本条例の改正に関する提案理由の

説明とさせていただきますので、何とぞ御

審議賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（吉田敏男君） これをもって、提

案理由の説明を終わります。 

 これから、質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。 

 討論はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（吉田敏男君） 討論なしと認めま

す。 

 これで討論を終わります。 

 これから、議案第７３号重度心身障害者

並びにひとり親家庭等の医療費の助成に関

する条例の一部を改正する条例の件を採決

をします。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本件は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（吉田敏男君） 全員の起立です。 

 したがって、議案第７３号重度心身障害

者並びにひとり親家庭等の医療費の助成に

関する条例の一部を改正する条例の件は、

原案のとおり可決されました。 

 

◎ 請願第１号 

○議長（吉田敏男君） 日程第１６ 請願

第１号コロナ禍における農畜産物の消費拡

大及び高温・干ばつによる農作物被害対策

を求める請願書の件を議題といたします。 

 ただいま議題となっております、請願第

１号コロナ禍における農畜産物の消費拡大

及び高温・干ばつによる農作物被害対策を

求める請願書の件は、総務産業常任委員会

に付託し、会期中の審査にすることとした

いと思います。 

 これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（吉田敏男君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、請願第１号コロナ禍におけ

る農畜産物の消費拡大及び高温・干ばつに

よる農作物被害対策を求める請願書の件

は、総務産業常任委員会に付託し、会期中

の審査とすることに決定をいたしました。 

 

◎ 散会宣告 

○議長（吉田敏男君） 以上で、本日の日

程は全部終了をいたしました。 

 本日はこれで散会をいたします。 

 次回の会議は、９月１６日、午前１０時

より開会をいたします。 

 大変御苦労さまでございました。 

午前１１時４５分 散会 
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